
2023

https://www.chosakai.or.jp/

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

03-3535-5347

目　　次

  令和５年
（2023 年）       月          日（木）

No.  15927 １部377円（税込み）

6 29

☆意匠制度初心者向けガイド みんなの意匠権 ⑾
☆フラッシュ（特許庁人事異動） …………… ⑿

１．はじめに
本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数

回に分けて紹介するものである。今回は、ポーラン
ドの知的財産制度のうち、商標制度、著作権制度を
中心に解説する。

２．総論
ポーランドの商標制度は、1919年に商標の保護に

関する法令として成立し、その後、1962年に商標法
が制定、施行された。この商標法は、1985年、1994
年に改正法が施行され、その後、商標に関する規定
は、2000年６月30日の工業所有権法（2001年８月22
日施行）に包含された。工業所有権法は、2007年６
月29日の改正法（2007年11月１日施行）により改正
される等、幾度の改正を経て、最近では、2020年７
月１日に改正法が施行されている。

☆欧州各国の知的財産制度
　−第41回−　ポーランド（下） …………… ⑴
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弁理士法人
創業 1926 年、貴社の特許、意匠、商標出願を先進国から新興国まで豊富な経験とスタッフでサポートします。


